
 

 
 

 
 

長野県（社会部）プレスリリース 平成 21 年（2009 年）３月 27 日 
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支援基本計画を改定しました 

 
 
 

平成２０年１月に改正施行された配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

律（ＤＶ防止法）に基づき、長野県配偶者からの暴力の防止及び被害者のための支援

本計画を改定しましたので、お知らせします。 
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長野県配偶者からの暴力の防止及び被害者のための 
１ 改定の背景   

 改正ＤＶ防止法では、保護命令制度の拡充、市町村の取組の促進、及び裁判所から 

配偶者暴力相談支援センターへの保護命令の発令に関する通知義務などが新たに盛り 

込まれました。 

 今回の県の支援基本計画の改定は、これらの改正ＤＶ防止法の追加事項に対応する 

ものです。 

 基本テーマ 

 改定前計画と同様、以下の６つの基本テーマに沿って積極的に施策を実施します。 

（Ⅰ）暴力を許さない社会づくり 

（Ⅱ）相談体制の充実 

（Ⅲ）関係機関の連携・協力の強化 

（Ⅳ）保護支援体制の強化 

（Ⅴ）被害者の自立支援 

（Ⅵ）速やかな苦情解決 

 計画の期間 

 平成 21 年度から平成 23 年度（３年間）とします。 

野県配偶者からの暴力の防止及び被害者のための支援基本計画（改定版） 

tp://www.pref.nagano.jp/syakai/seisyounen/happyou/dvkihonkeikakukai.pdf 
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